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本資料は、信託制度の概要や信託業界の動向等を紹介し、
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信託の仕組み .......................................................  3

　信託とは、委託者および受益者からの信頼に、受託者が誠実に応えることによって成り立つ
制度で、紀元前のローマ法の時代にまでその起源を遡ることができるとも言われています。
　「信託の受託者は、信託財産に込められた委託者の意思を尊重し、受益者の為にこれを遂行
していく」という信託の基本原理を受け継ぎ、次世代に繋いでいく「信託の担い手」として、
受託者責任を果たし続け、信託に対する「信頼」の維持・向上に尽力して参ります。

わが国の信託は、時代とともに社会・経済を支える重要な
インフラとして発展を続け、信託財産総額は 1,201 兆円
まで拡大してきました。「令和」の時代においても、
引き続き、社会・経済の発展に貢献して参ります。

わが国の信託は、時代とともに社会・経済を支える重要な
インフラとして発展を続け、信託財産総額は 1,201 兆円
まで拡大してきました。「令和」の時代においても、
引き続き、社会・経済の発展に貢献して参ります。

信託に対する信頼の維持・向上信託に対する信頼の維持・向上

　信託は、財産の管理・運用・活用のさまざまな場面で、社会・経済の活動を支えています。
SDGｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みも各方面で進展する中、「社会・経済の
持続的発展を支える基盤」として、FinTech 等の新たなイノベーションにも対応しつつ、さま
ざまな商品・サービスの開発・提供に創意工夫をもって取り組み、信託制度の一層の活用・
普及を進めて参ります。

信託制度の活用による社会・経済の持続的な発展への貢献信託制度の活用による社会・経済の持続的な発展への貢献
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設立根拠法 免許・登録 組織形態 最低資本金の額 営業保証金の額 主な取扱業務

銀行法（設立）
兼営法（信託業務
の兼営認可）

免許 銀行等の
金融機関

20億円 2,500万円
信託業務
併営業務
銀行業務

信託兼営金融機関

北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 合　計
店舗数

信託業法

信託業法

免許 株式会社 １億円 2,500万円 信託業務
兼業業務

運用型信託会社
（運用型外国信託会社を含む）

登録
（３年毎に更新） 株式会社 5,000万円 1,000万円 管理型信託業務

兼業業務
管理型信託会社

（管理型外国信託会社を含む）

代理店数 取扱店舗数業　　態

法

人

金

融

機

関

信 託 銀 行・都 市 銀 行 等
地 方 銀 行
第 二 地 方 銀 行
信 金 中 金
信 用 金 庫
商 工 中 金
信 用 組 合
信用農業協同組合連合会
農 業 協 同 組 合

計
事 業 会 社 等

個 人
合　　　計

注１

注3

注3

注２

注２ 注２

北　陸
8 10 342 10 36 209 19 5 31 670

1,827
4,386
1,858
15

3,639
94
560
22
619

13,020
1,181

0
14,201

10
60
25
1

168
1
40
14
102
421
46
0

467

　信託とは、『委託者が信託行為（例えば、信託契約、遺言）によってその信頼できる人（受託者）に対して金銭や
土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産（信託財産）の管
理・処分などをする』制度です。
　財産の管理・処分を任せたい人（委託者）は、「誰のために」「どういう目的で」ということを定めて信頼できる人
に財産を託し（信託する）、財産を信託された人（受託者）は、その財産をあくまで受益者のための財産として、信託
した人（委託者）の定めた目的の実現に向けて管理・処分を行います。
　このように信託では、相手への信頼が前提となっており、それだけに受託者には、信託法、信託業法等において、
善管注意義務、忠実義務、分別管理義務といった厳しい義務が課せられています。

注１
注２
注３

　信託受益権の販売は、金融商品取引法上、第二種金融商品取引業および登録金融機関業務として規制されてお
り、第二種金融商品取引業者および登録金融機関であれば、取り扱うことができます。

金融商品取引業者

信託契約代理店および相続関連業務等に関する代理店

■信託銀行等の店舗の設置状況（平成31年3月末現在）

（注）本表は、信託兼営金融機関（都銀および地域金融機関等を除く）と信託会社の店舗数です。
　　これ以外に地方銀行等（2,382店）が信託業務を営んでいます。

（単位：店舗）

■設置状況（平成31年3月末現在） （単位：行・金庫・組合・社・人、店舗）

●信託の仕組み

信託業の主な担い手信託業の主な担い手

信託サービスの利用者の窓口信託サービスの利用者の窓口

信託兼営金融機関には、信託銀行、都市銀行、地方銀行等があります。
銀行以外の金融機関の設立、免許、組織形態および最低資本金の額は、それぞれの根拠法によります。
平成31年3月末現在で、運用型信託会社9社、管理型信託会社16社が営業しています。

○善管注意義務
　受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務の処理をしなければなりません。
○忠実義務
　受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
○分別管理義務
　受託者は、信託財産に属する財産と固有財産（受託者の個人財産）や他の信託財産に
属する財産とを、分別して管理しなければなりません。

●受託者の義務
　近年では、「フィデューシャリー・デューティー」という言
葉がさまざまな場面で使われています。これは、他者の
信頼に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき
幅広いさまざまな役割・責任の総称として使われていま
すが、信託の受託者はフィデューシャリー・デューティー
を負う者の典型とされています。

●フィデューシャリー・デューティー

いますぐアクセス

信託ってなに？

1 2 信託業の担い手信託の仕組み

委託者

信託財産

信託目的の設定・
財産の移転 信託利益の給付

信託契約・遺言 監視・監督権

管理・処分
善管注意義務
忠実義務

分別管理義務など

受託者

受益者
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127.0
30.7
42.0
1.9
48.6
3.5

720.4
88.6
44.9
144.7
17.6
326.3
98.0
62.4
31.8
29.5
933.3

平成27年
資産運用型信託

金銭信託
年金信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
包括信託

資産管理型信託
金銭信託
年金信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
再信託
包括信託

資産流動化型信託
金銭債権の信託
不動産の信託

その他とも合計

機　能　別　分　類
123.5
33.4
40.0
1.6
44.9
3.3

778.4
92.7
45.6
166.5
20.7
347.0
105.8
65.1
31.8
32.1
989.3

平成28年
114.7
28.3
35.4
1.5
46.2
3.1

838.2
98.1
45.9
181.6
26.6
370.6
115.1
69.2
32.5
34.5

1,058.1

平成29年
114.0
31.3
32.5
1.7
45.5
2.9

910.0
94.1
49.3
201.5
33.0
408.7
123.0
73.7
33.6
37.4

1,141.6

平成30年
123.5
39.3
31.8
1.8
44.7
5.7

953.7
85.9
50.2
209.8
39.7
438.0
129.7
80.5
36.5
40.3

1,201.9

平成31年
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●年金信託
P11

（2）法人向け

●金銭信託
P7

●結婚・子育て支援信託
P7

●教育資金贈与信託
P8

●遺言代用信託等
P9

●相続関連業務
P9

●投資信託
P10

●不動産業務
P10

（１）個人向け

●公益信託
P15

●財産形成信託
P11

●特定寄附信託
P15

●株式交付信託
P12

●特定贈与信託
P16

●資産流動化の信託
P12

●後見制度支援信託
P17

●資産保全を目的
　とする信託 P13

●担保権の信託
　（セキュリティ・トラスト） P13

●受益証券発行信託
P13

●有価証券の信託
P14

●証券代行業務
P14

●不動産業務
P14

（3）公益・福祉

（単位：兆円）

平成の30年間における信託財産総額の推移平成の30年間における信託財産総額の推移
　信託財産総額は、平成元年3月では171兆円でしたが、平成16年4月に500兆円、平成28年11月末に1,000兆円
を突破し、平成31年3月末現在では1,201兆円と、この30年間で約7倍と順調に伸び続けています。
　近年では、少子化対策、世代間資産移転の促進を通じた経済活性化等を目的とした『教育資金贈与信託』、
『結婚・子育て支援信託』、相続・資産承継の円滑化を目的とした『遺言代用信託』、後見制度を財産管理の面から
バックアップするための『後見制度支援信託』、信託財産の安全性に着目した『資産保全を目的とする信託』といっ
た、時代のニーズ・変化に対応した信託商品も誕生しています。

信託の受託概況（信託の機能別分類に基づく計数）　　（3月末現在）信託の受託概況（信託の機能別分類に基づく計数）　　（3月末現在） 　信託銀行等　　が取り扱っている主な信託商品等は次のとおりです。
　なお、このほかに、信託兼営金融機関では、預金、貸出、為替、投資信託・保険の販売など銀行の業務も取り扱っ
ています。

■信託財産総額の推移

本表の計数は、信託協会が作成した複数の統計資料を利用して作成した概数です。また、機能別分類の内訳には、主な信託商品を掲載しています。
資産運用型信託とは、受託者（信託銀行等）が自らの裁量により資産を運用する信託をいいます。
資産管理型信託とは、受託者（信託銀行等）が委託者等の指図に基づき資産を管理する信託をいいます。なお、再信託とは、信託銀行等が委託者になったものをい
います。
資産流動化型信託とは、資産の流動化を図り、原資産保有者が資金調達を行うための信託をいいます。
包括信託とは、金銭、有価証券など複数の種類の財産を同時に信託するものをいいます。

注１

注１

注２
注３

注4
注5

注２

注３

注4

注5

注5

注１

注１

「信託銀行等」とは、「信託兼営金融機関および信託会社」をいいます。（以下、本冊子で同じ）

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

3 4 主な信託商品等信託の受託概況（　　　　　）信託の機能別分類に
基づく計数 
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■教育資金贈与信託の受託状況の推移

信託財産設定額（累計）

契約数（累計）

平成27年度末 平成28年度末平成25年度末 平成26年度末 平成29年度末 平成30年度末
（単位：件、億円）

67,581

4,478

119,494

8,049

161,564

10,876

181,786

12,399

199,321

13,866

220,598

15,874

教育資金贈与信託教育資金贈与信託
　教育資金贈与信託は、孫等の教育資金として祖父母等が信託銀行等に金銭を信託した場合に、1,500万円（学
校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円）を限度として贈与税が非課税となる信託です。（た
だし、令和3年3月31日までの間に信託されたものに限られます。） 
　この信託では、贈与をする者は、贈与を受ける者の直系尊属（祖父母等）に限られ、また、贈与を受ける者は、信
託を設定する日において30歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の個人に限られています。

金銭信託金銭信託
　金銭信託には、いろいろな種類があり、目的に合わせて利用されています。
　例えば、元本補てん契約付の合同運用指定金銭信託(一般口)や運用実績に応じて収益金が支払われる実績配当
型の金銭信託があり、顧客のニーズに応じた貯蓄・投資手段として、広く利用されています。

結婚・子育て支援信託結婚・子育て支援信託

●教育資金贈与信託の仕組み

●結婚・子育て支援信託の仕組み

（１）個人向け

　平成27年度税制改正において「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈
与税の非課税措置」が創設されたことを受けて、信託銀行等は、平成27
年4月から「結婚・子育て支援信託」の取扱いを開始しました。
　この非課税措置については、平成28年度税制改正において、不妊治療
費用のうち薬局に支払う医薬品代、産前産後の母親の医療費、母親の産
後健診費用が特例の対象となることが明確化されました。
　また、平成31年度税制改正において、受贈者の所得要件が新設され、
令和3年3月31日まで適用が認められました。

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

●結婚・子育て支援信託に係る贈与税の非課税措置
　結婚・子育て支援信託は、次のような資金のために利用することがで

きます。
①結婚に際して支出する費用（挙式・結婚披露宴等の費用、結婚を機に住

む家賃・敷金、転居費用など）
②妊娠、出産または育児に要する費用（不妊治療・妊婦健診・出産のため

の費用、産後ケア費用、受益者の小学校就学前の子の医療費、受益者
の子が通う幼稚園、保育所、ベビーシッターなどに支払う費用）

※詳細については内閣府ホームページ等をご確認ください。なお、上記
①の資金について、非課税となる金額の上限は300万円となります。

●結婚・子育て資金の範囲

　平成25年度税制改正において「直系尊属から教育資金の一括
贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」が創設されたことを
受けて、信託銀行等は、平成25年4月から「教育資金贈与信託」
の取扱いを開始しました。
　この非課税措置については、平成27年度税制改正において、
本特例の対象となる教育資金の範囲に、通学定期券代、留学渡
航費などが加えられました。
　また、平成31年度税制改正において、受贈者の所得要件の新
設、教育資金の範囲の取扱いの見直し、一定の条件下における
年齢制限の引上げ、および一定の条件下における受贈者死亡時
の相続税課税の追加が行われ、令和3年3月31日まで適用が認
められました。

●教育資金贈与信託に係る贈与税の非課税措置
　教育資金贈与信託は、次のような資金のために利用することができます。
①幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専

門学校等に直接支払われる入学金、授業料、学用品の購入費など
②学習塾や習い事の月謝、学習塾の教材費、通学定期代、留学渡航費などの学校

等以外の者に、教育のために直接支払われる金銭
※令和元年7月1日以後に23歳以上の受益者が支払う教育資金の範囲について

は、上記①のほか、②のうち学校等に関連する費用（留学渡航費など）、および
学校等以外の者に支払われる費用のうち、教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講するために支払われるものに限定されます。

※詳細については文部科学省ホームページ等をご確認ください。なお、上記②
の資金について、非課税となる金額の上限は500万円となります。

●教育資金の範囲

　金銭信託は、信託の目的や期間、支払方法などの特約を付けて、さまざまな形で利用することができます。最近で
は、認知症などで判断能力が低下していく状況に備え、財産を守るために、解約制限や支払時に家族の同意を必要と
する特約を付けたり、毎年、家族等に一定金額ずつ生前贈与する特約を付けたりするものもあります。

●特約付きの信託

　結婚・子育て支援信託は、孫等の結婚・子育て資金として祖父母等が信託銀行等に金銭を信託した場合に、
1,000万円（結婚に際して支出する費用については300万円）を限度として贈与税が非課税となる信託です。（ただ
し、令和3年3月31日までの間に信託されたものに限られます。）
　この信託では、贈与をする者は、贈与を受ける者の直系尊属（祖父母等）に限られ、また、贈与を受ける者は、信
託を設定する日において20歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の個人に限られています。
　なお、結婚・子育て支援信託の契約数（累計）は6,747件、信託財産設定額（累計）は193億円（平成31年3月末
現在）となっています。

信託契約の締結

結婚・子育て資金
非課税申告書等

信託財産交付請求

領収書等の提出

結婚・子育て資金の交付
金銭の信託

みなし贈与

贈与税非課税限度1,000万円
（※）結婚に際して支出する費用は300万円を限度

祖父母等

信託銀行等

税務署

孫等
委託者 受益者

受託者

信託契約の締結

教育資金非課税
申告書等

信託財産交付請求

領収書等の提出

教育資金の交付
金銭の信託

みなし贈与

贈与税非課税限度1,500万円
（※）学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度

祖父母等

信託銀行等

税務署

孫等
委託者 受益者

受託者
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平成26年度 平成27年度

年度合計

平成28年度 平成29年度 平成30年度

累　　計

平成26年度 平成27年度
97,709 108,623
5,877 5,916
91,832 102,707

遺 言 書 の 保 管 件 数
保 管 の み
執 行 付

遺 産 整 理 4,045 4,784

平成28年度
118,315
6,101

112,214
5,186

平成29年度
128,366
6,398

121,968
5,927

平成30年度
138,951
6,776

132,175
6,271

41,048
104,658

29,123
133,781

14,637
148,418

10,431
158,849

10,171
169,020

投資信託投資信託
　投資信託は、個人投資家等から集めた資金をまとめて、専門家が投資家に代わって有価証券や不動産などを対
象に運用し、その運用成果を投資家に分配する信託です。
　信託銀行は受託者として、財産管理機能を発揮して投資信託財産の管理を行っています。
　また、信託銀行をはじめ各種金融機関は、顧客の資産運用のニーズの多様化に応えるため、投資信託の窓口販
売を行っています。
　なお、投資信託の受託残高は、209兆円（平成31年3月末現在）となっています。

不動産業務不動産業務
　信託銀行等は、住宅や店舗・ビル等の売買・賃貸借の仲介、不動産会社との提携によるマンション・住宅の分譲
等、さまざまな不動産業務を展開しています。
　また、専門スタッフを多数擁し、全国に広がる店舗を駆使してサービスの提供に努めています。

●投資信託（委託者指図型）の仕組み

遺言代用信託等遺言代用信託等
　超高齢社会の到来を背景に、個々の家族の事情にあわせて配偶者・子の生活の安定を図るためなどの目的で信
託が活用されています。
　信託銀行等ではさまざまなニーズに合わせて、例えば、委託者本人の生存中は本人を受益者とし、死亡後は本人の
配偶者・子等を受益者とする『遺言代用信託』や、本人の生存中は本人を受益者とし、死亡後は本人の配偶者を、配
偶者の死亡後はさらに本人の子を連続して受益者とする『後継ぎ遺贈型の受益者連続信託』を取り扱っています。
　なお、遺言代用信託の平成30年度の新規受託件数は10,171件となっています。

●遺言代用信託の仕組み

相続関連業務相続関連業務
　高齢者の資産の蓄積や核家族化の進展により、財産の円滑な承継を行うための有効な手段として、相続関連業
務への関心が高まっています。
　信託銀行等では、遺言書の保管から財産に関する遺言の執行までを行う『遺言信託業務』、相続財産目録の作
成や遺産分割手続き等を行う『遺産整理業務』といった相続関連業務を行っています。

●遺言信託業務の仕組み

■遺言代用信託の受託件数の推移 （単位：件）

（単位：件）■相続関連業務の実績の推移

（注）遺言書の保管件数は年度末現在の計数、遺産整理の件数は年度中の実績です。

（注）累計の受託件数は年度末現在の計数です。

（注）投資信託には、投資信託委託会社が受託者である信託銀行等に運用指図を行う「委託者指図型投資信託」と、
信託銀行等が自らの裁量で運用を行う「委託者非指図型投資信託」があります。

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

　信託の仕組みを使って、中小企業の経営者等が亡くなった場合に事業を円滑に承継する方法があります。
　事業承継信託（遺言代用型など）は、例えば、中小企業の経営者等が、あらかじめ後継者を指定して自身が保有する自社株を
信託銀行等に信託し、本人の生存中は信託銀行等を通じて議決権を行使し、死亡後は信託銀行等から後継者に自社株が交付
されるようにしておくというものです。これにより、実質的な経営権を持ち続けながら、相続による経営の空白期間を生じさせ
ることなく事業の継続・承継をスムーズに行うことができます。

●事業承継信託（遺言代用型など）

　NISAは平成26年1月からスタートした少額投資非課税制度で、個人が投資した上場株式や公募株式投資信託などの譲渡益
や配当金・分配金が対象となります。NISAで購入できる金額（非課税投資枠）は年間120万円までで、非課税投資総額は5年間
で最大600万円となります。
　未成年者が口座を開設することが可能なジュニアNISAは、購入できる金額（非課税投資枠）が年間80万円までで、最長5年
間の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。ジュニアNISAは原則として親権者等が未成年者のために代理して運用を
行い、18歳までは原則として払い出しをすることができず、20歳以降は自動的にNISA口座が開設されます。
　つみたてNISAは平成30年1月からスタートした少額からの長期・積立・分散投資を行うことが可能な非課税制度です。一定
の条件を満たす公募株式投資信託・ETFを対象に、つみたてNISAで購入できる金額（非課税投資枠）は年間40万円までで、最
長20年間の分配金や譲渡益が非課税となります。

●NISA、ジュニアNISA、つみたてNISA

受益証券申込金

信託契約信託金運用指図

解約金
分配金
償還金

解約金
分配金
償還金

受益証券

証券会社・銀行等

投資信託委託会社（委託者） 投資家（受益者）

信託銀行（受託者）

資産運用

申込金

遺言書の作成

異動・変更の照会

遺言者の死亡通知

遺言書作成のコンサルテーション
遺言書保管に関する約定

遺言執行者として就職通知
財産目録の作成
遺言の執行
遺言執行の経過・結果報告

定時定額給付

（定時定額給付）
金銭の信託
信託契約の締結

〈
本
人
死
亡
後
〉

信託銀行等
受託者

委託者兼第一受益者

第二受益者

本人

遺族等

公証人

相続人（受遺者） 死亡通知人

遺言者（依頼者）

信託銀行等
（遺言書保管者・遺言執行者）
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株式交付信託株式交付信託
　株式交付信託とは、企業が従業員の福利厚生の充実や役員へのインセンティブ付与を図り、従業員や役員に自
社の株式を取得させる信託です。
　従業員向け株式交付信託とは、従業員が自社株を取得し、その株価上昇による経済的な利益を享受することが
できる信託で、従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する「株式給付型」や従業員持株会の仕組みを発展さ
せた「持株会型」があります。
　役員向け株式交付信託とは、役員に対して、業績目標の達成度などに応じて、在職時または退職時に自社株を交
付する信託です。

●従業員向け株式交付信託（株式給付型）の仕組み

年金信託年金信託
　企業年金制度は、民間企業や団体が従業員に対して、退職後の所得を保障する目的で独自に行う年金制度で、
上場企業の多くが採用しています。
　信託銀行では、厚生年金基金信託、確定給付企業年金信託および確定拠出年金信託を取り扱っており、年金資
産の管理・運用を行うとともに、加入者・受給者の管理、年金数理計算、給付金の支払いなどを行っています。
　なお、年金数理計算を行う専門スタッフとして、年金数理人194人、アクチュアリー201人（平成31年3月末現在）
を擁しています。
　また、自営業者等の老後の所得保障の充実を目的とした国民年金基金制度に基づき、信託銀行では国民年金基
金信託も取り扱っており、受託残高は4兆2,112億円（平成31年3月末現在）となっています。

■企業年金の受託概況（平成31年3月末現在）

財産形成信託財産形成信託
　勤労者の計画的な財産形成を促進し、その生活の安定を図ることを目的とした勤労者財産形成促進制度に基づ
き、信託銀行では、財産形成信託、財産形成年金信託、財産形成住宅信託等を取り扱っています。

資産流動化の信託資産流動化の信託
　資産流動化の信託は、金融機関や事業会社等の財務改善や資金調達の方法として利用されています。主なもの
としては、金銭債権の信託や不動産の信託があり、受託残高は80兆円（平成31年3月末現在）です。
　このうち、金銭債権の信託には、事業会社等が保有する売掛債権を信託する『売掛債権信託』、金融機関が保
有する住宅ローン債権等の貸付債権を信託する『貸付債権信託』、リース・クレジット会社が保有する債権を信託
する『リース・クレジット債権の信託』などがあります。

●金銭債権の信託の仕組み

（注）1．受託件数は、共同受託の場合は重複計上を避けるため幹事会社をベースに計上しています。
　　2．受託残高は、時価ベースです。
　　3．件数は、厚生年金基金が基金数、確定給付企業年金が制度数、確定拠出年金が規約数です。
　　4．確定給付企業年金の件数および残高は、規約型および基金型の合算値です。

（２）法人向け

　確定給付企業年金は、将来にわたっ
て約束した給付を支給する企業年金
制度です。確定給付企業年金には、規
約型企業年金と基金型企業年金があり
ます。

●確定給付企業年金 ●確定拠出年金
　確定拠出年金は、従業員（委託者）の指示による積み立て期間中の運用の成果により、将来受け取る給付
額が変動する制度です。確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金があります。
　個人型の確定拠出年金（iDeCo）は、自ら拠出した掛金の運用方法を選び、掛金とその運用益との合計
額をもとに給付を受けることができる制度で、その掛金、運用益、給付を受け取る時には、税制上の優遇措
置が講じられています。老後に向けた個人の継続的な自助努力を支援するため、平成29年1月から、基本
的に20歳以上60歳未満の方が任意で加入することができるようになりました。

いますぐアクセス
ホー

ムペ
ージでやさしく解説！

株式給付に係る社内規程の制定

一定期間ごとに業績ポイント付与

信託契約の締結

金銭の信託

株式交付株式取得

業績ポイント
による受益権
の取得

受益権
の喪失

導入企業

信託銀行等

従業員

従業員
市
場
等

株式

元本償還・
収益金支払

融資等

金銭債権
の信託

（信託契約）

信託事務の
一部委任 信託

受益権
元利金等
の引渡し

元利金等支払
債務者

信託銀行等

信託受益権の売却

信託受益権の
購入代金支払

受託者

委託者

債権者 投資家
受益者

受益者

受託者

［信　託］

厚 生 年 金 基 金

確定給付企業年金

件数
残高

［生　保］ 件数
残高

［信　託］ 件数
残高

［生　保］ 件数
残高

［JA共済連］件数残高

確定拠出年金（企業型）
件数
残高

（単位：件、億円）

10件　14兆5,205億円
10件

349件
16兆1,296億円

4,433億円

0件
7,142億円

12兆4,862億円

13兆8,062億円

3,852件
46兆4,666億円
8,758件

6,109件

12,959件　63兆396億円

6,109件　12兆4,862億円

委託者兼
当初受益者
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会 社 数
株 主 数

平成26年度末

5,975
52,429

平成27年度末

5,992
55,883

平成28年度末

5,998
55,900

平成29年度末

6,012
57,302

平成30年度末

6,062
60,523

（単位：社、千人）■証券代行業務取扱状況の推移

有価証券の信託有価証券の信託
　有価証券の信託は、信託の引受けの際の信託財産が有価証券である信託で、受託残高は59兆円（平成31年3月
末現在）となっています。有価証券の信託には、信託の目的により、有価証券の貸付運用（レポ取引）などによって
収益をあげることを目的とした『運用有価証券信託』、有価証券の利息・配当金・償還金の取立てや新株の払込み
などの管理を目的とした『管理有価証券信託』などがあります。

証券代行業務証券代行業務
　信託銀行は、株式発行会社の委託を受け、株主名簿の管理をはじめ多様な株式事務を円滑に行っているほか、
株式上場の手続きのサポートや株式・新株予約権などの発行・管理に関するノウハウを生かしたコンサルティング
なども行っています。

不動産業務不動産業務
　信託銀行等は、不動産の仲介や分譲のほか、企業が保有する不動産の活用のためのコンサルティング、不動産の
管理等の幅広い不動産業務を行っています。
　また、信託銀行等では、不動産鑑定評価の業務も行っており、不動産鑑定士および不動産鑑定士補541人（平成
31年3月末現在）を擁しています。

●運用有価証券信託（消費貸借型）の仕組み

資産保全を目的とする信託資産保全を目的とする信託
　顧客が事業者に対して事前に支払った前払い金などについて、事業者が破綻した場合などに顧客に返還するべ
き前払い金の保全を目的とする信託が利用されています。
　このような、信託の倒産隔離機能に着目した資産の保全を目的とした信託は、老人ホームの入居一時金、高齢者
向け住宅の前払い家賃、語学学校等の前払い授業料などの保全に利用されています。
　また、動産や不動産の売買取引において代金決済や取引の安全性を確保する目的でも利用されています。

●老人ホームの入居一時金信託の仕組み

担保権の信託（セキュリティ・トラスト）担保権の信託（セキュリティ・トラスト）
　担保権の信託は、担保権の管理を目的として、信託を担保権設定の方法で設定するもので、シンジケートローン
などにおいて利用されています。

受益証券発行信託受益証券発行信託
　受益証券発行信託は、受益権を表示する証券（受益証券）を発行する信託で、例えば、貴金属を信託財産とする
内国商品現物型ETFや、ETN（指数連動証券）を信託財産とする有価証券信託受益証券として利用されています。

●担保権の信託の仕組み

抵当権の実行

配当金の受領

信託受益権の交付

配当金の交付

入居一時金返還
（通常の退去時の未償却分）

入居契約締結
（入居一時金入金）

受益権一部解約
（通常時償却分等）

信託契約の締結

金銭交付（委託者破錠時）

金銭の信託

証券市場
貸付先

有価証券の信託（信託契約）

売却資金

運用収益交付

有価証券または償還金相当額
（信託終了）

証券の売却

有価証券の貸付
（消費賃借契約）有価証券または

償還金相当額の
金銭の返還

貸付料

信託銀行等
受託者

信託銀行等
受託者

信託銀行等
受託者

事業法人等

抵当権設定・信託設定

債権者
受益者

債務者
委託者

介護事業者
委託者

入居者

受益者

機関投資家
委託者・受益者
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特定贈与信託特定贈与信託
　特定贈与信託（特定障害者扶養信託）は、障がい者の生活の安定を図ることを目的としてその親族や篤志家等
が信託銀行等に金銭等の財産を信託するものです。
　信託銀行等は信託された財産を管理・運用し、特定障害者（以下に記載する「特別障害者」および「特別障害者
以外の特定障害者」をいいます。）の生活費や医療費等にあてるため、信託財産の一部から定期的に金銭を交付し
ます。
　この信託を利用することにより、特別障害者（重度の心身障がい者）については6,000万円、特別障害者以外の
特定障害者（中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等）については3,000万円を限
度に贈与税が非課税となります。
　特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際に、ボラン
ティア・障がい者団体や社会福祉施設等を指定しておくと、残余財産を寄附して他の障がい者のために活用するこ
ともできます。
　なお、特定贈与信託の受託件数は1,977件、受託残高は451億円（平成31年3月末現在）となっています。

公益信託公益信託
　公益信託は、奨学金支給、自然科学研究助成、社会福
祉等の公益活動の助成を目的として、個人や企業が信託銀
行等に金銭等の財産を信託するもので、一定の要件を満た
す公益信託には税制上の優遇措置が講じられています。
　なお、公益信託の受託件数は438件、受託残高は571億
円（平成31年3月末現在）となっています。

●特定贈与信託の仕組み

特定寄附信託特定寄附信託
　特定寄附信託は、信託銀行等と契約した公益法人等（公益法人や認定特定非営利法人（認定NPO）等）のう
ち、委託者である寄附者が指定した公益法人等に、信託された金銭を運用収益とともに寄附し、公益のために活
用する信託です。
　委託者である寄附者が寄附する公益法人等を指定することができ、寄附先からの定期的な活動報告により活
動状況を知ることができるといった特徴があります。
　また、寄附者が寄附金控除等を受けることができるほか、運用収益が非課税になるといった税制上の優遇措置
もあります。

●特定寄附信託の仕組み

　昭和50年に「特定障害者に対する贈与税の非課税措置」が創設されたことを受けて、信託銀行等は、「特定贈与信託」の取扱いを開
始しました。
　この非課税制度は、昭和63年の税制抜本改革によって贈与税の非課税限度額が3,000万円から6,000万円に引き上げられました。
　また、本制度は、制度創設以来、特別障害者（重度の心身障がい者）のみを対象とした制度でしたが、平成25年度税制改正において
適用対象者が拡充され、中軽度の知的障がい者および障害等級２級および３級の精神障がい者等が制度の対象に加えられ、3,000万
円を限度として贈与税が非課税となりました。

●特定贈与信託に係る贈与税の非課税措置

　特定寄附信託は、信託を通じた寄附を促進し、より一層の公益活動を促す観点から、平成23年度税制改正において新たに創設され
た寄附の制度です。「どこに寄附したらよいのかわからない」、「寄附金がきちんと使われたのか確認したい」というニーズに応えるため、
米国のプランド・ギビング信託制度を参考に、信託を活用した新たな寄附の仕組みとして導入され、公益のために活用されています。

●特定寄附信託の創設の背景

　公益信託のうち、一定の要件を満たすものを「特定公益信託」といいます。
また、特定公益信託のうち、一定の信託目的を有するものとして主務大臣の
認定を受けたものを「認定特定公益信託」といいます。
　それぞれに金銭を出捐した場合には税制上の優遇措置があります。

●公益信託の税制 ○拠出金の税制上の取扱い

（３）公益・福祉

いますぐアクセス

公
益信

託に
関するデータを検索！

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

特定障害者扶養
信託契約の締結 定期的金銭の交付

信託に関する計算書
障害者非課税
信託申告書

信託財産の
管理・処分・運用 信託終了時の

残余財産寄附等
（任意）

（※）委託者は信託設定時に法人または個人を
　　帰属権利者に指定することができます。

ボランティア・障がい者団体
社会福祉施設　等

みなし贈与

（贈与税非課税限度）
特別障害者　6,000万円
特別障害者以外の特定障害者　3,000万円

親族等 信託銀行等

税務署

特定障害者
委託者 受益者

帰属権利者（※）

受託者

■公益信託の受託件数
（平成31年3月末現在）

奨学金支給
145件

自然科学
研究助成
66件教育振興

57件

その他
27件

合計
438件国際協力・

国際交流促進
31件

社会福祉
32件

都市環境の
整備・保全

27件

芸術・文化振興
22件

自然環境の保全
18件

人文科学研究助成
13件

特定寄附信託契約の締結
金銭　　　　の信託

特定寄附信託申告書等
寄附先の指定

（元本の3割以内）

確定申告（寄附金控除等） 特定寄附信託申告書等

寄附受領証・活動報告等 寄附金 寄附に関する契約

信託できる財産は、金銭に限られています。　　　　運用収益の全額が、元本とともに寄附金にあてられます。

信託銀行等
受託者
信託財産
預貯金等

税務署

公益法人・認定特定非営利活動法人（認定NPO）等

委託者

個人
（相続財産）

法　人

特定公益信託
̶
̶

一般寄附金として損金算入

認定特定公益信託
寄附金控除
相続税非課税
別枠損金算入

注１

注１

注２

注２

委託者・
受益者



日本の信託201917 日本の信託2019 18

　信託協会では、平成30年10月に「規制改革に関する提案」（20項目）を取りまとめ、「規制改革ホットライン」の
受付を実施している内閣府規制改革推進室宛てに提出するとともに、金融庁をはじめ関係各方面に要望活動を行
いました。

　信託協会は、平成31年4月10日、経団連会館
において、第94回信託大会を開催しました。
　はじめに、池谷幹男信託協会会長（三菱UFJ
信託銀行取締役社長）から「信託に対する信頼
の維持・向上」、「信託制度の活用による社会・
経済の持続的な発展への貢献」について所信
を述べた後、麻生太郎金融担当大臣、黒田東彦
日本銀行総裁からそれぞれご挨拶をいただき
ました。
　また、神作裕之東京大学大学院法学政治学
研究科教授による「持続的発展を目指す社会と
信託」と題する講演を実施しました。

税制改正要望税制改正要望

規制改革に関する提案規制改革に関する提案

第94回　信託大会の開催第94回　信託大会の開催

（1） 主な出来事

＜平成31年度税制改正要望＞
　信託協会では、平成30年9月に「平成31年度税制改正に関する要望」を取りまとめ、金融庁等関係省庁をはじめ
関係各方面に要望しました。
【主な要望項目】
１．直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、次の措置を講じること。

①直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、恒久化すること。少なくとも適用
期限（平成31年３月末）を延長すること。

②直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、顧客や金融機関の利便性向上およ
び負担軽減の観点から、所要の措置を講じること。

２．直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、恒久化すること。少なくとも
適用期限（平成31年３月末）を延長すること。

３．株式の信託を利用した事業承継について、納税猶予制度の適用対象とすること。
４．企業年金および確定拠出年金の積立金に係る特別法人税を撤廃すること。

　その結果、平成31年度税制改正の大綱において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置および結婚・
子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、一定の要件が付された上で適用期限の延長が措置さ
れることとなったほか、土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の軽減措置の延長等が措置されました。

後見制度支援信託後見制度支援信託
　後見制度支援信託は、後見制度を財産管理面でバックアップするための信託です。この仕組みでは、後見制度に
よる支援を受けている方（本人）が金銭を信託銀行等に信託し（信託契約の締結手続は後見人が行います）、信託
された金銭の中から、本人の生活費用などの支出に充当するための定期交付や医療目的などの臨時支出に充当す
るための一時金の交付が行われます。
　後見制度支援信託では、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約の手続は、家庭裁判所の指示書に
基づいて行われますので、家庭裁判所の関与のもとで、安全に本人の預貯金などを保全することができます。
　なお、後見制度支援信託の受託件数は21,397件、受託残高は6,474億円（平成31年3月末現在）となってい
ます。

●後見制度支援信託の仕組み

　後見制度には、成年後見制度と未成年後見制度とがあります。
　成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどに
よって物事を判断する能力が十分ではない方（本人）について、
本人の権利を守る援助者（成年後見人など）を選ぶことで、本人
を法律的に支援する制度です。
　未成年後見制度とは、両親が亡くなるなど未成年者（本人）の
親権者がいなくなった場合に、本人の権利を守る援助者（未成年
後見人）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

●後見制度
　成年後見開始事件数は高齢化の進展や介護保険制度の導入とあいまって急増
し、成年後見制度発足時（平成12年）に比べると、平成22年の開始事件数は4倍
超の約3万件となっていました。他方で、件数の増加に伴い、不正事例が発生して
いたことも踏まえて、本人の財産の管理・保護のあり方を含め、適切な後見事務を
確保するために信託を利用することができないかという問題意識から、最高裁判
所事務総局家庭局の提案で、後見制度における信託制度の活用について法務省
民事局および信託協会の三者で勉強会が開催されました。その後、平成23年2月
に信託制度の機能を活用して後見制度を財産管理面で支援するものとして「後見
制度支援信託」の仕組みが取りまとめられ、平成24年2月から取扱いが開始され
ました。

●後見制度支援信託の取扱開始の背景

いますぐアクセス

ホー
ムペ
ージでやさしく解説！

5 信託業界・協会を巡る動向

〈信託契約締結時〉

本人

後見人

信託契約締結（金銭の信託）

〈信託期間中・信託終了時〉

日常的
支出に
充当

家庭裁判所
報告 信託契約締結の指示書

定期交付・一時金交付
信託財産の返還

一時金交付等の請求
信託変更の届出など

後見人の信託契約締結に
あたっての主な職務

 ● 財産目録・収支予定表の作成
 ● 信託条件の設定
　（信託財産額・定期交付金額など）
 ● 信託契約の締結

信託銀行等委託者・受益者

法定代理人

受託者

本人

後見人

家庭裁判所施設等

報告 指示書 指示書が必要な手続
 ● 一時金交付
 ● 信託の変更（定期交付金額の変更など）
 ● 信託財産への金銭の追加（追加信託）
 ● 信託の終了（解約）

信託銀行等
委託者・受益者

法定代理人

受託者
後見人が管理する

預貯金口座
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年　月 事 項

大
　正

平
　成

昭
　和

年　月　日 事 項

平
成
30
年

平
成
31
年
／
令
和
元
年

 8年 2月
 12年 1月
  
 12年 12月
 15年 1月

 4年 5月
 18年 5月
 26年 6月
 27年 6月
 29年 10月
 33年 11月
 37年 4月
 41年 10月
 47年 1月
 50年 5月
 50年 10月
 52年 5月
 53年 11月
 56年 6月
 57年 10月
 59年 3月
 60年 12月
 63年 4月

 3年 5月
 4年 11月
 5年 4月
 5年 7月
 5年 10月
 10年 9月
 10年 12月
 11年 9月
 13年 10月
 14年 2月
 14年 4月
 16年 12月
 19年 9月

 23年 10月
 24年 1月
 24年 2月

任意団体「信託会社協会」設立
信託法・信託業法施行（大正11年4月公布）
信託会社協会は関西信託協会と合併し、「信託協会」と改称
旧信託会社（5社）に対し信託業法による信託業の初免許

「社団法人信託協会」創立

信託業法の一部改正施行により「財産に関する遺言の執行」および「会計の検査」の両業務追加
普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等二関スル法律施行
証券投資信託法施行
貸付信託法施行
大蔵省が銀行・信託の分離方針を決定
証券代行業務の取扱開始
適格退職年金信託の取扱開始（平成24年3月　適格退職年金制度の廃止）
厚生年金基金信託の取扱開始
財産形成信託の取扱開始
特定贈与信託の取扱開始
財産形成給付金信託の取扱開始
公益信託の取扱開始
財産形成基金信託の取扱開始
貸付信託「ビッグ」の取扱開始
財産形成年金信託の取扱開始
土地信託の取扱開始
金銭信託「ヒット」の取扱開始（平成元年6月　金銭信託「スーパーヒット」の取扱開始）
財産形成住宅信託の取扱開始

 9月 20日

 10月 1日

 10月 18日

 12月 20日

 12月 27日

信託協会、「平成31年度税制改正要望」を取りまとめ、関係省庁等へ提出

留学安心信託、準社員として信託協会に入会

京都銀行、北國銀行、あおぞら銀行、準社員として信託協会に入会

信託協会、「規制改革に関する提案」を取りまとめ、内閣府規制改革推進室に提出

信託協会、平成30年度信託研究奨励金の贈呈を決定

信託協会、「信託の受託概況（平成30年9月末現在）」を発表

国民年金基金信託の取扱開始
実績配当型の指定金銭信託（ユニット型）の取扱開始
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律施行
信託代理店による信託業務の取扱開始
地域金融機関本体による信託業務の取扱開始
資産の流動化に関する法律施行
証券会社の顧客分別金信託の取扱開始
退職給付信託の取扱開始
確定拠出年金法施行
金融機関ノ信託業務ノ兼営等二関スル法律（兼営法）の一部改正施行（都市銀行等の信託業務の解禁等）
確定給付企業年金法施行
改正信託業法施行（受託可能財産の範囲の拡大、信託業の担い手の拡大等）
改正信託法・信託業法施行（受託者の義務の合理化、受益者の権利行使の実効性・機動性を高める
ための規律の整備、新しい類型の信託の創設等）

平成30年度信託研究奨励金贈呈式（平成31年1月31日）

金融商品取引法施行
一般社団法人への移行により「一般社団法人信託協会」と改称
特定寄附信託の取扱開始
後見制度支援信託の取扱開始

 25年 4月 教育資金贈与信託の取扱開始
 27年 4月 結婚・子育て支援信託の取扱開始

 3月 22日

 4月

 4月 1日

 4月 18日

 5月 29日

 5月 29日

 7月 5日

 6月 25日

ジェイバリュー信託、準社員として信託協会に入会

信託協会、令和元年度信託法講座を東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学に寄付し、4月から開講

信託協会、令和元年度信託研究奨励金の募集を開始

鹿児島銀行、武蔵野銀行、大垣共立銀行、準社員として信託協会に入会

北陸銀行、準社員として信託協会に入会

信託協会、「企業年金（確定給付型）の受託概況（2019年3月末現在、速報値）」を発表

信託協会、「確定拠出年金（企業型）の受託概況（平成31年3月末現在、速報値）」を発表

信託協会、「信託の受託概況（2019年3月末現在）」を発表

 7月 18日 足利銀行、準社員として信託協会に入会

信託協会、「公益信託の受託状況（2019年3月末現在）」を発表

（3） 信託業界の動き（2） 信託業界のあゆみ
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部
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総会

理事会 一般委員会 業務委員会

総務委員会

経理委員会

信託文献センター信託文献センター

　信託協会は、信託業務を営む金融機関（信託銀行、都市銀行、地方銀行など）や信託会社が加盟する金融団
体で、信託制度の発達を図り、公共の利益を増進することを目的として、主に次のような活動をしています。

①信託に関する調査研究および資料収集
②信託業務および信託事務の改善に関する調査企画
③関係官庁等に対する提言および相互の連絡、調整
④信託の研究振興に関する企画、運営
⑤信託の社会的機能等に関する広報活動
⑥信託利用者の保護および利便性向上に関する活動
⑦相談、苦情処理および紛争解決に関する業務の企画、運営

　信託協会では、総会、理事会および理事会を補佐する機関としての一般委員会、さらにその下に各種委員会、
部会等を置き、活動の方針・意思決定等を行っています。
　また、事務局としては、企画室、総務・業務・調査の各部のほか、個人情報保護推進室、コンプライアンス推進室、
信託相談所および信託文献センターをもって組織されています。

認定個人情報保護団体として、加盟会社の
個人情報の適正な取扱いの確保のための
業務を行っています。

認定個人情報保護団体認定個人情報保護団体

組織図組織図 信託相談所信託相談所

開館時間

準
社
員（
66
社
）

社
員（
4
社
）

相談受付時間 午前9時～午後5時15分
（※土・日曜日、祝日などの銀行の休業日を除く）

電　　話 0120-817335
03-6206-3988

トラブル解決は「あっせん委員会」へ
　信託銀行等の信託業務等についてのトラブルがなかなか
解決しないお客さまは「あっせん委員会」をご利用いただ
けます。「あっせん委員会」とは、信託協会が設置する、
弁護士、学識経験者、消費者問題専門家等で構成される
中立、公正な委員会です。
　詳しくは、信託協会ホームページをご覧ください。

午前9時30分～午後4時30分
（※土・日曜日、祝日などの銀行の休業日を除く）

03-6206-3987

https://www.
shintaku-kyokai.or.jp/

consultation/

●ステート・ストリート信託銀行株式会社 ●野村信託銀行株式会社
●農中信託銀行株式会社 ●新生信託銀行株式会社 
●日証金信託銀行株式会社 ●日本マスタートラスト信託銀行株式会社
●日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ●資産管理サービス信託銀行株式会社
●オリックス銀行株式会社 ●株式会社 SMBC信託銀行
●株式会社 三井住友銀行 ●株式会社 琉球銀行
●株式会社 沖縄銀行 ●株式会社 静岡銀行
●株式会社 常陽銀行 ●株式会社 八十二銀行
●株式会社 中国銀行 ●株式会社 広島銀行
●株式会社 百十四銀行 ●株式会社 伊予銀行
●株式会社 福岡銀行 ●株式会社 群馬銀行
●株式会社 西日本シティ銀行 ●株式会社 阿波銀行
●スルガ銀行株式会社 ●株式会社 佐賀銀行
●株式会社 山口銀行 ●株式会社 肥後銀行
●株式会社 東邦銀行 ●株式会社 四国銀行
●株式会社 千葉銀行 ●株式会社 南都銀行
●株式会社 きらぼし銀行 ●株式会社 京都銀行
●株式会社 北國銀行 ●株式会社 鹿児島銀行
●株式会社 武蔵野銀行 ●株式会社 大垣共立銀行
●株式会社 北陸銀行 ●株式会社 足利銀行
●株式会社 整理回収機構 ●神奈川県信用農業協同組合連合会
●信金中央金庫 ●株式会社 あおぞら銀行
●日立キャピタル信託株式会社 ●ドイチェ信託株式会社
●株式会社 朝日信託 ●楽天信託株式会社
●ロンバー・オディエ信託株式会社 ●スターツ信託株式会社
●株式会社 FPG信託 ●レオパレス信託株式会社
●ジェイバリュー信託株式会社 ●株式会社 山田エスクロー信託
●サーバントラスト信託株式会社 ●ファースト信託株式会社
●ほがらか信託株式会社 ●ＳＭＦＬ信託株式会社
●大東みらい信託株式会社 ●プルデンシャル信託株式会社
●ＦＸクリアリング信託株式会社 ●株式会社 エスクロー・エージェント・ジャパン信託
●すみれ地域信託株式会社 ●積水ハウス信託株式会社
●ハートワン信託株式会社 ●留学安心信託株式会社

●三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 ●三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
●みずほ信託銀行株式会社 ●株式会社 りそな銀行

（3） 信託協会加盟会社一覧（令和元年7月末現在）

（1） 目的および事業

（2） 組織

いますぐアクセス

いますぐアクセス

6 信託協会の概要


